
優良農林水産土木工事表彰事務取扱要領 

 （目  的） 

第１条 この要領は、農林水産部における優良農林水産土木工事（以下「優良工事」という。）の

表彰に関する必要な事項を定め、もって技術水準の向上と工事の安全な施工の確保を図る

ことを目的とする。 

 

 （表彰の対象工事） 

第２条 表彰の対象とする工事は、次の各号に該当するものとする。 

（1） 表彰する年度の前年度において竣工した工事で、１件の請負金額が 500万円以上の工事で

あること。 

（2） 福島県請負工事成績評定要綱に基づき評定した点数（以下評定点という。）の合計が 80 点

以上の工事であること。 

（3） 表彰の対象とするのは、工事等請負有資格者名簿（県内建設工事）に掲載のある施工者（以

下「県内企業」という）にかかる工事とする。 

（4）共同企業体については、県内企業を含む共同企業体にかかる工事とする。 

（5）債務負担工事については、完成年度にその全体工事を表彰の対象とする。ただし、各年に

おける評定点がすべて 80 点以上であること。  

（6）「福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱（平成 19 年 4 月 1 日総務部長依命通達）」に

定める参加資格制限等に該当する次の施工者にかかる工事でないこと。  

   ア 表彰する年度の前年度または表彰する年度の表彰決定日までに、２週間以上の入札参加

資格制限措置等を受けた者（表彰決定日とは受賞者決定伺いの決裁日をいう。） 

   イ 表彰する年度の前々年度に、２週間を超える入札参加資格制限措置等を受けた者 

（7）表彰は複数年を連続して受賞することが出来る。 

  

（表彰の部門） 

第３条 優良工事の表彰は、次の部門について行うものとし、表彰総件数は 11件以内とする。 

（1）水路部門 （2）農道部門 

（3）ほ場整備部門 （4）農山村施設部門 

（5）治山部門 （6）林道部門 

（7）特殊構造物部門       （8）治山（災害復旧工事）部門 

（9）特殊構造物（災害復旧工事）部門 

 

 （表彰の推薦） 

第４条 農林水産部出先機関（農林、水産関係事務所に限る。）の長等は、第２条に該当する工事

のうち、第３条に規定する部門別に「優良農林水産土木工事表彰推薦書」（第１号様式、以下

「推薦書」という。）により農林水産部長あて推薦するものとする。 

    なお、現地状況写真及び位置図（第１号様式-２）を併せて提出するものとする。 

２ 各出先機関の長等の推薦する件数は、厳選し各部門 1件を原則とする。 

 

 （表彰審査委員会） 

第５条 表彰に値する優良工事を選定するため、「優良農林水産土木工事表彰審査委員会」（以下「委

員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営については、別に定める。 

 



 （委員会の審査） 

第６条 委員会は、第４条の規定により推薦された工事について審査を行い、表彰に値する優良工

事を選定するものとする。 

２ 委員会の審査は、第１次及び第２次の書類審査並びに現地審査により行うものとする。 

３ 第１次書類審査は、推薦書、優良農林水産土木工事表彰審査資料（第２号様式）、優良農林

水産土木工事部門別推薦箇所表（第３号様式）、工事成績評定表その他の資料に基づいて行う

ものとする。 

４ 現地審査は、第１次書類審査により選定された工事について行い、現地審査箇所表（第４

号様式及び第４号様式附表）に基づき、これを評定するものとする。 

５ 第２次書類審査は、現地審査の結果に基づき優良農林水産土木工事現地審査一覧表（第５

号様式）により行うものとする。 

 

 （表  彰） 

第７条 農林水産部長は、表彰工事の決定を求めるため、委員会において表彰に値する優良工事と

された工事及び施工者について、必要な事項を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の工事のうちから表彰工事を決定し、その施工者に賞状及び副賞を授与する

ものとする。 

３ 表彰は、知事の定める期日に実施するものとする。 

 

 （補  足） 

第８条 この要領に定めるもののほか、表彰の施行に関し必要な事項は、農林水産部長がこれを定

めるものとする。 

 

附 則 

１  昭和５３年４月 １日  制定 

２  昭和５８年６月１９日  一部改正 

３  昭和６０年５月２１日  一部改正 

４  昭和６２年３月２５日  一部改正 

５  平成 ２年６月 ７日  一部改定      平成２年度より適用 

６  平成 ６年４月１８日    一部改定       平成６年度より適用 

７  平成 ７年４月２６日    一部改定       平成７年度より適用 

８  平成 ８年４月 １日  一部改正       平成８年度より適用 

９  平成 ９年４月 １日    一部改正       平成９年度より適用 

１０ 平成１０年４月 １日  一部改正       平成１０年度より適用 

１１ 平成１５年４月 １日    一部改正       平成１５年度より適用 

１２  平成１６年３月１２日    一部改正       平成１６年度より適用 

１３  平成２０年２月２８日    一部改正       平成２０年度より適用 

１４  平成２２年４月 １日    一部改正       平成２２年度より適用 

１５ 平成２２年５月１０日  一部改正    平成２２年度より適用 

１６ 平成２３年２月 １日  一部改正(様式)  平成２３年度より適用 

１７ 平成２５年３月 １日  一部改正(様式) 平成２５年度より適用 

１８ 平成２５年５月２９日  一部改正    平成２５年度より適用 

１９ 平成２８年２月 １日  一部改正    平成２８年度より適用 

２０ 令和 元年５月２４日  一部改正(様式) 令和 元年度より適用 

２１ 令和 ４年３月３１日  一部改正    令和 ４年度より適用 



（表彰対象部門の定義） 

 

部   門 部 門 の 定 義 

該 当 

農 林 水 

（1） 水 路 用排水路の舗装水路（管水路を含む）工事をいう。 ○  

 

 

 

（2） 農 道 農道工事をいう。 ○   

（3） ほ場整備 区画整理工事をいう。 ○   

（4） 農 山 村 

施 設 

中山間地域総合整備事業、地域用水環境整備事業、

生活環境保全林整備事業、集落排水処理施設、営農

飲雑用水施設、農林道の法面処理工などの農山村環

境を整備する工事をいう。 

○ ○  

（5） 

 

治 山 治山ダム、流路工、護岸工、山腹工などの工事をい

う。（災害復旧事業及び山林施設災害関連事業により

施工した工事を除く） 

 

 ○  

（6） 林 道 林道工事をいう。  ○  

（7） 

 

 

 

 

（8） 

 

 

 

（9） 

特 殊 

構 造 物 

 

 

 

治 山 

（災害復

旧工事） 

 

特 殊 

構 造 物 

（災害復

旧工事） 

トンネル、多目的ダム、橋梁、防潮、魚礁、なだれ

柵、樋門・ポンプ、地すべり及びため池工事など特

殊な施設の工事をいう。（災害復旧事業及び山林施設

災害関連事業により施工した工事を除く） 

 

災害復旧事業及び山林施設災害関連事業により施工

した、治山ダム、流路工、護岸工、山腹工などの工

事をいう。 

 

災害復旧事業及び山林施設災害関連事業により施工

した、トンネル、多目的ダム、橋梁、防潮、魚礁、

なだれ柵、樋門・ポンプ、地すべり及びため池工事

など特殊な施設の工事をいう。 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 


